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受託取引の適正化を支援し ます

「 下請法」は「 取適法」へ
改正さ れまし た

「 下請法」は「 取適法」へ
改正さ れまし た

禁止行為の追加

「 協議に応じ ない

一方的な代金決定」 の禁止

禁止行為の追加

「 手形払」 等の禁止

適用対象の拡大

「 従業員基準」 の追加

東京都産業労働局ホームページ
http s://w w w .sa ng yo -ro d o .m e tro . to k yo . l g . j p /

手形

500円

単価500円
で決定だね

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/


中小受託取引適正化法の主な改正事項

「 下請」 等の用語の見直し

●「 協議に応じ ない一方的な代金決定」 を 禁止

　 代金に関する 協議に応じ ないこ と や、 必要な説明を 行わないこ と など 、 一方的な代金決定が禁止さ れます

●「 手形払」 等を禁止

　 手形払が禁止さ れる と と も に、 その他の支払手段（ 電子記録債権等） についても  、 支払期日までに代金相当額満額

を 得るこ と が困難なも のが禁止さ れます

禁止行為の追加

● 適用基準に「 従業員基準」 を 追加

従来の資本金基準に加え 、従業員基準（ 3 0 0 人、1 0 0

人）が追加さ れ、規制及び保護の対象が拡充さ れます

（ 賃金台帳の調製対象と なる「 常時使用する 従業員」 の数によ っ

て算定する も のと する ）

● 対象取引に「 特定運送委託」 を追加

　 適用対象と なる 取引に、 製造等の目的物の引渡し に

必要な運送の委託が追加さ れます

適用対象の拡大

○： 要件を満たす　 ×： 要件を満たさ ない 

資本金基準と 従業員基準の適用関係

適用さ れる基準従業員基準資本金基準

○

×

○

×

×

○

○

×

資本金

従業員

資本金（ ※）

適用対象外

※両方の要件を満たす場合には、「 資本金基準」 を適用 

下請代金支払遅延等防止法

　 通称： 下請法

下請代金

親事業者

下請事業者

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の

支払の遅延等の防止に関する法律

　 略称： 中小受託取引適正化法
　 通称： 取適法　 　

製造委託等代金

委託事業者

中小受託事業者

▶

▶
▶

▶
▶

製造委託の対象物品に金型以外の型等が追加さ れます

書面交付義務について、 中小受託事業者の承諾の有無にかかわら ず、 電子メ ールなど の電磁的方

法によ る 方法と するこ と が可能になり ます

中小受託事業者と の合意の有無にかかわら ず、 振込手数料を 中小受託事業者に負担さ せ、 製造委

託等代金から 差し 引く こ と は違反になり ます

○

○

○

その他

公正取引委員会

取適法特設 HP

● 事業所管省庁に指導・ 助言権限を 付与

　 事業所管省庁において、 指導及び助言ができ る よ う になる ほか 、 報復措置の禁止に係る 情報提供

先にも 事業所管省庁が追加さ れます

面的執行の強化

参考：「 公正取引委員会」 下請法は取適法へー改正のポイ ント ー



中小受託取引適正化法のし く み
昭和 3 1 .6 .1 法律第 1 2 0 号

①目　 的

　 こ の法律は委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正なも のと し 、 中小受託事業者の利益を保護するこ と を目的と し てい

ます。

❶ 製造委託　

　 物品の販売や製造を営む事業者（ 製造業者、販売業者等）が、

規格、 品質、 形状、 デザイ ン、 ブラ ン ド 等を 指定し て、 他の

事業者に物品の製造や加工などを 依頼する こ と を いいます。

（ こ こ でいう 「 物品」 と は動産を 指し ており 、 家屋など の建

築物は対象に含まれません。）

❷ 修理委託

　 物品の修理を 請け負っ て いる 事業者が、 その修理を 他の事

業者に委託し たり 、 自社で 使用する 物品を 自社で 修理し て い

る 場合に、 その修理の一部を 他の事業者に委託する こ と 等を

いいます。

❺ 特定運送委託

　 事業者が、 販売する物品、 製造を請け負っ た物品、 修

理を請け負っ た物品又は作成を請け負っ た情報成果物が

記載さ れるなどし た物品について、 その取引の相手方に

対し て運送する場合に、 その運送の行為を他の事業者に

委託するこ と をいいます。

❸ 情報成果物作成委託

　 ソ フ ト ウェ ア、 映像コ ン テン ツ、 各種デザイ ン 等、 情報成

果物の提供や作成を営む事業者が、 他の事業者にその作成作

業を 委託するこ と をいいます。 情報成果物の代表例と し ては

次のも のを 挙げる こ と ができ 、 物品の附属品・ 内蔵部品、 物

品の設計・ デザイ ンに係わる作成物全般を含んでいます。

（ 例） プログラ ム、映像や音声・ 音響などから 構成さ れるも の、

文字・ 図形・ 記号等から 構成さ れるも の。

❹ 役務提供委託

　 運送やビ ルメ ン テン スを はじ め、 各種サービ スの提供を 営む

事業者が、 請け負っ た役務を 他の事業者に委託する こ と を いい

ます。 ただし 建設業法に規定さ れる 建設業を 営む事業者が請け

負う 建設工事は、 取適法の対象と はなり ません。

※建設業における取適法の対象取引

　 家屋等の建築を はじ め、 建設工事に関する請負契約は建設業法による規制の対象で 、 取適法

の対象外と なっ ています。 ただし 、 建設資材や部材を 販売し ている建設業者が商品の製造を 外

部委託する 場合は「 製造委託」、 また、 建設業者が設計図面の作成を 委託する 場合は「 情報成

果物作成委託」 の対象と なり ます。

②対象と なる取引

  取適法の対象取引　 ＝　 取引の内容　 ＋　 資本金基準又は従業員基準
　 取適法が適用さ れる受託取引は、 取引の内容に応じ て規定さ れている資本金基準又は従業員基準の１ つでも

　 満たす場合にのみ適用さ れます

④規制の対象と なる取引の範囲

③規制の対象と なる取引の内容

〇物品の製造委託・ 修理委託・ 特定運送委託

〇情報成果物作成委託・ 役務提供委託（ プ ロ グラ ム作成、

運送、 物品の倉庫保管及び情報処理に係るも の）

〇情報成果物作成委託・ 役務提供委託（ 左記に係る も のを

除く ）

委託事業者 中小受託事業者

資本金 3 億円超
資本金 3 億円以下
（ 個人を含む）

資本金 1 千万円超
3 億円以下

資本金 1 千万円以下
（ 個人を含む）

常時使用する
従業員 3 0 0 人超

常時使用する従業員
3 0 0 人以下（ 個人を含む）

常時使用する
従業員 1 0 0 人超

常時使用する従業員
1 0 0 人以下（ 個人を含む）

委託事業者 中小受託事業者

資本金 5  千万円超 

資本金 1 千万円超
5 千万円以下

資本金 5  千万円以下
（ 個人を含む） 

資本金 1 千万円以下
（ 個人を含む）

改正事項： 赤字

現行の「 物品の運送の再委託」に加えて「 物品の運送の委託」を 新たな規制対象に追加

物品の運送の再委託が対象

再委託

運送事業者 運送事業者

発荷主
（ 例： 部品メ ーカ ー、

卸売業者等） 委託

荷積みの強要
荷待ち

現  行

改正法



　 口頭発注や不明確な取引条件によ る ト ラ ブル防止のため、 委託事業者は発注に当たっ て、 下記の具体的記載事項

を すべて記載する こ と （ ※）

❶ 発注内容等を 明示する義務

　 取引が完了し た場合、 給付内容、 代金の額など、 取引に関する 記録を 書類又は電磁的記録と し て作成し 、 ２ 年間

保存するこ と

❷ 取引に関する書類等を作成・ 保存する義務

　 検査を する かどう かを 問わず、 発注し た物品等を 受領し た日から 起算し て 6 0 日以内のでき る 限り 短い期間内で、

支払期日を 定める こ と

❸ 支払期日を定める義務

　 支払遅延や減額等を 行っ た場合、 遅延し た日数や減じ た額に応じ 、 遅延利息（ 年率 1 4 .6 % ） を 支払う こ と

※「 遅延利息を 支払えば製造委託等代金の支払を 遅ら せてよい」 と いう も のではあり ませんので、 御注意く ださ い。

❹ 遅延利息を支払う 義務

⑴ 委託事業者及び中小受託事業者の名称

⑵ 製造委託等を委託をし た日

⑶ 給付の内容（ 品目、 品種、 数量、 規格、 仕様等）

⑷ 物品等の受領期日

　（ 役務提供委託の場合は、 期間でも 可）

⑸ 物品等の受領場所

　（ 役務提供委託の場合は、 役務が提供さ れる場所）　

⑹ 検査完了期日（ 検査をする場合）

⑺ 製造委託等代金の額

⑻ 製造委託等代金の支払期日

⑼ 一括決済方式で支払う 場合は、 金融機関名、 貸付け又は

支払可能額、 その期間の始期、 委託事業者が製造委託等

代金債権相当額又は製造委託等代金債務相当額を 金融機

関へ支払う 期日

⑽ 電子記録債権で支払う 場合は、 電子記録債権の額、 中小

受託事業者が製造委託等代金の支払を受けるこ と ができ

ると する期間の始期及び電子記録債権の満期日

⑾ 原材料等を 有償支給する場合は、 品名、 数量、 対価、 引

渡し の期日、 決済期日及び決済方法

⑿ 明示し ないも のがある場合に、 当該未定事項の内容が定

めら れない理由及び当該未定事項の内容を定める予定期

日

 

具
体
的
記
載
事
項

⑤委託事業者の４ つの義務

⑥委託事業者の 1 1 の禁止行為

●　 フ リ ーラ ンスの方と の業務委託取引について 、 発注事業者が守るべき 義務と 禁止行為を 「 取引

の適正化」 と 「 就業環境の整備」 の２ つの観点から 、 定めています。

フ リ ーラ ンス法の概要や関連施策のご紹介はこ ちら

「 フ リ ーラ ンス支援情報ポータ ル」 http s://free la nce-sup p o rt.to kyo /

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

（ フ リ ーラ ンス・ 事業者間取引適正化等法）

❶　 受領拒否の禁止

❷　 代金の支払遅延の禁止－手形払等の禁止

❸　 代金の減額の禁止

❹　 返品の禁止

❺　 買いたたき の禁止（ 著し く 低い代金を 不当に定め

る こ と ）

❻　 購入・ 利用強制の禁止（ 委託事業者が指定する 物・

役務を 強制し て購入・ 利用さ せる こ と ）

❼　 報復措置の禁止（ 委託事業者の違反行為を 行政に

知ら せたこ と を 理由に取引停止等の不利益な取扱

いを するこ と ）

❽　 有償支給原材料等の対価の（ 代金の支払期日よ

り ） 早期決済の禁止

❾　 不当な 経済上の利益の提供要請の禁止（ 中小受

託事業者に金銭労務を 不当に提供さ せる こ と ）

1 　 不当な給付内容の変更・ やり 直し の禁止

1 　 協議に応じ ない一方的な代金決定の禁止

※中小受託事業者から の承諾の有無にかかわら ず、 電子メ ールなど電磁的方法による 明示が可能と なり ます。（ 令和 8 年 1 月 1 日施行）

https://freelance-support.tokyo/


参考： 中小企業庁　「 中小企業・ 小規模事業者の価格交渉ハンド ブッ ク 」

　 価格交渉に向けた準備ができ ているか、 下記で確認し まし ょ う 。

国や東京都の支援ツールのご案内

【 中小企業庁　 価格交渉・ 転嫁の支援ツール】

相談窓口のご案内や「 中小企業・ 小規模事業者の価格交渉ハンド ブッ ク 」 をはじ めと する価格

交渉に役立つ各種資料が掲載さ れています。

【 東京都における価格交渉支援】

価格交渉や原価管理体制の構築に向けた相談に専門のアド バイ ザーが対応し ます。 また、 価格交

渉の準備に役立つ各種ツール（ 交渉のフ ロー図、労務費増加額試算ツール等） も ご用意し ています。

取引先と の価格交渉に向けて～事前準備～

取引先から の引合段階で、業務内容や取引条件を き ちんと 確認し ていますか？

　 見積や引合段階には、 必ず曖昧な点が存在し ます。 仕様の不確定要素など、 顧客に確認が

必要な事項を 事前に確認し まし ょ う 。

製品・ サービスの“ 単価 ” を把握し 、 取引先 に提示でき ますか？

　 自社の主な事業の製品・ サービ スの「 単価表」 を 作成し ておく と 、 戦略的な価格交渉に役

立ち ます！

“ 原価計算 ” でき ていますか？～製品・ サービス単位での把握を

　 原価を 割り だし ておく こ と は価格交渉を 行う 上で重要です。 支援機関やイ ン タ ーネッ ト な

どを 活用し て、 自社の主な事業の製品あたり ・ サービスあたり の原価を 把握し まし ょ う ！

自社の事業特性を ふまえた“ 見積書 ” のひな型（ フ ォ ーマッ ト ）はあり ますか？

　 価格交渉に向けて、見積書は、自社の実態に即し た費目を 記載でき るひな形（ フ ォ ーマッ ト ）

を 整えておく こ と が有効です。

取引先の経営方針や業績動向を把握でき ていますか？

　 取引先の動向は各種交渉のスピード や成否に大き く 影響する ため、 情報収集が重要です。

取引先にと っ ての自社製品やサービスの“ 付加価値”＝価格になっ ていませんか？

　 自社が何を 強みと し た取引を 行っ ていく のか、 経営計画を 策定する などし て自社の取引姿

勢を 明確にし まし ょ う 。

労務費、 エネルギー費や原材料費など、 取引に必要な“ データ ” は定期的に収集

し ていますか？

　 価格交渉時は、 価格の変動前後のデータ 提示が求めら れま す。 業界誌や官公庁の公式サイ

ト などで必要なデータ を 定期的にチェ ッ ク し まし ょ う ！



委託事業者の違反行為を 行政に知ら せた

こ と を 理由に不利益な取り 扱いをさ れる

発注先から 納期延期と 言われたが、い

つ受領し ても ら える かわから ず、費用

も 負担し てく れない

適正なコ スト 負担なし に、委託事業者

の仕事を手伝わさ れた

正当な理由がないのに、委託事業者の指

定する 製品（ 含自社製品）や原材料等を

強制的に購入さ せら れた

価格交渉の協議を 求めたが、応じ ても

ら えず、委託事業者に一方的に代金を

決定さ れた

委託事業者から 製造委託等代金を手形

で支払われた

担当者の異動に伴い制作方針が変わり 、

無償でデザイ ン変更を 要求さ れた

委託事業者が有償支給する 原材料を 使

用し て物品を 製造する際、製造委託等代

金の支払日よ り 前に原材料費の支払い

を求めら れた

こ う し た委託事業者の行為は

中小受託取引

適正化法

で禁止さ れています。

原
材
料

原
材
料

これを使用して製造して！先に原材料費を払ってね！

ト ラ ブルが起きたら できるだけ早く 行政機関等に相談するこ と が大切です。
（ 裏面の相談機関を ご利用く ださ い。）

ト ラ ブルが起きたら できるだけ早く 行政機関等に相談するこ と が大切です。
（ 裏面の相談機関を ご利用く ださ い。）

言いつけられて
迷惑した！

もう取引しない！

方針が変わったから
デザイン変更を

お願い

法改正
法改正

延期

延期

延期

製造して！先に原材料費を払ってね！

材料

人手不足だから
手伝って無償で…

早
く
！

　
早
く
！

委託事業者と の取引で困っ ているこ と はあり ませんか？

手形

500円

単価500円
で決定だね



労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

（ 令和５ 年 1 1 月 2 9 日策定／内閣官房・ 公正取引委員会）

量産終了後も 金型を無償で保管さ せら

れ、破棄し ても よ いかを 聞いても 返答

がなく 、保管費用を負担し てく れない

原材料価格などコ スト 増が発生し ても

取引価格に反映し ても ら えない

委託事業者のコ スト が増加し たこ と を

理由に、製造委託等代金の額を 減じ ら

れてし まう

量産が終了し た補給品について、量産時

と 同等の単価を設定さ れる

合理的説明なし に、発注者の事情のみを

も っ て指値発注を 要請さ れる

発注者の都合で取引条件が変更さ れた

にも かかわら ず、そのコ スト を 負担し

ても ら えない

発注側のこ のよう な行為は「 中小受託取引適正化法」 や「 私的独占の禁止　

及び公正取引の確保に関する法律」 に違反する恐れがあり ます。

●　 労務費の転嫁に係る価格交渉について、「 発注者及び受注者それぞれが採るべき行動／求めら れる行動」

を1 2 の行動指針と し て取り まと めると と も に、それぞれの行動指針に該当する取組事例や、受注者が用

いている根拠資料や取組内容も 取り 上げています。

●　 1 2 の行動指針に沿わないよう な行為をするこ と により 、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、

公正取引委員会において独占禁止法及び中小受託取引適正化法に基づき 厳正に対処するこ と も 明記さ

れています。

● 特に価格転嫁が難し いと さ れる労務費については、原材料費、エネルギー費と 分けて交渉するこ と が重

要です。本指針の別添で示さ れている「 コ スト 費目別価格交渉フ ォ ーマッ ト（ 例）」も 活用し まし ょ う ！

いつまで 保管…

●問題のある取引事例

原材料

価格
エネルギー

コ スト

取引上優位な立場の委託事業者が中小受託事業者に対し て、 一方的に自社に有利な取引条件を強要するなど、

中小受託事業者に不利益と なるよう な取引が報告さ れています。

適正な価格に基づく 取引ができていますか？

原材料

価格
エネルギー

コ スト
うちも厳しいから

発注代金から３ ％

引かせてもらうね

- 3%
発注代金

今回は単価 300 円で
よろしくね

量産時とはコストが
違うので赤字に

なってしまう
運賃が増えて
しまうのに…

当初通りの代金で
分割納品に

変更してください



受託取引に関する 苦情・ 紛争処理の相談は次の機関で受け付けています。 お気軽にご相談く ださ い。

2 0 2 6 年1 月発行　 ※こ のリ ーフ レ ッ ト は令和8 年1 月施行の法令に基づいて作成し ています。   

編集・ 発行　 東京都産業労働局商工部経営支援課   
                 〒1 6 3 -8 0 0 1 　 新宿区西新宿2 -8 -1 　 TEL.0 3 -5 3 2 0 -4 7 8 3         登録番号（ 7 ） 1 4 8

東京都受託取引
適正化センタ ー  

（ 公財） 東京都中小企業振興公社

東京都受託取引適正化センタ ー　
（ 公財） 東京都中小企業振興公社　 本社（ 秋葉原庁舎 5 階）  
〒 1 0 1 -0 0 2 5 　 千代田区神田佐久間町 1 -9     
電話： 0 3 -3 2 5 1 -9 3 9 0 　   

Em a il： s-center@ to kyo-ko sha .o r.j p

東京都受託取引適正化センタ ー　 多摩支援室
（ 公財） 東京都中小企業振興公社　 多摩支社   
〒 1 9 6 -0 0 3 3 　 昭島市東町 3 -6 -1 　
産業サポート スク エア・ TAM A  

電話： 0 4 2 -5 0 0 -3 9 0 9
　 　

苦情紛争相談

取引上の様々なト ラ ブルに対し て取適法に詳し い専門相談員や弁護士が親身になっ てご相談に応じ 、

具体的な解決策を提示し ます。 事前にお問合せく ださ い。
      
○専門相談員による相談       

月曜日から 金曜日（ 土日・ 祝祭日・ 年末年始を除く ）　 　

○弁護士相談（ 要予約・ 秋葉原庁舎のみ）      

月曜日から 金曜日（ 土日・ 祝祭日・ 年末年始を除く ）　 　

価格交渉に関する相談
価格交渉や原価管理体制の構築に向けたご相談に対応し ます。 東京都受託取引適正化センタ ー
（ 旧「 下請センタ ー東京」 ） のホームページの申込フ ォ ームより お申し 込みく ださ い。

裁判外紛争解決手続（ AD R)

）士護弁（者三第るす任選のータンセ。すまし施実を」)RDA（続手決解争紛外判裁「、てじ応に望希ご

が公正中立な立場で、 調停により 簡易迅速な紛争解決を図り ます。（ 秋葉原庁舎のみ）  

○ト ラ ブルの種類・ 内容、 当事者の事情・ 意見に応じ て、 柔軟な解決を図るこ と ができます。

○手続は非公開です。 当事者のプラ イ バシー、 営業上の秘密などに配慮し て実施し ます。

※各種ご相談・ AD Rの実施はいずれも 無料です。 お気軽にご相談く ださ い。

※東京都受託取引適正化セン タ ーは、 認証紛争解決事業者と し て法務大臣の認証を 取得し まし た。 （ かいけつサポート 第1 6 号）

国の相談機関

名　 称 住　 所 電　 話

公正取引委員会
事務総局経済取引局
取引部企業取引課

〒 1 0 5 -0 0 0 1
港区虎ノ 門2 -2 -3
虎ノ 門アルセアタ ワー9  階から 1 1  階

〒1 0 0 -8 9 1 2 　 千代田区霞が関1 -3 -1

0 3 -3 5 8 1 -3 3 7 5

0 3 -3 5 0 1 -1 7 3 2

関東経済産業局 産業部適正取引推進課

中小企業庁 事業環境部取引課

〒 3 3 0 -9 7 1 5

埼玉県さ いたま市中央区新都心 1 -1

さ いたま新都心合同庁舎 1 号館

0 4 8 -6 0 0 -0 3 2 5

取引かけこ み寺（ （ 公財） 全国中小企業振興機関協会）
　

0 1 2 0 -4 1 8 -6 1 8

各業界の相談窓口 

団　 体　 名 住　 所 電　 話

東京ニッ ト フ ァ ッ ショ ン工業組合 〒 1 3 0 -0 0 2 6 　 墨田区両国 4 -3 7 -2 　 TKF 第 1 会館 0 3 -3 6 3 3 -5 6 0 1
 

 

（ 一社）大田工業連合会 〒 1 4 4 -0 0 3 5 　 大田区南蒲田1 -2 0 -2 0 　 大田区産業プラ ザ　  0 3 -3 7 3 7 -0 7 9 7
 

 

（ 一社）日本金型工業会 〒 1 1 3 -0 0 3 4 　 文京区湯島 2 -3 3 -1 2 　 　 0 3 -5 8 1 6 -5 9 1 1
 

 

東京配電盤工業協同組合 〒 1 0 8 -0 0 2 3 　 港区芝浦 2 -1 4 -5 　 ユニベル田町ビル 4 階  0 3 -3 4 3 4 -4 9 2 1
 

 

（ 一社）日本電子回路工業会 〒 1 6 7 -0 0 4 2 　 杉並区西荻北 3 -1 2 -2 回路会館 2 階  0 3 -5 3 1 0 -2 0 2 0
 

 

東京都印刷工業組合 〒 1 0 4 -0 0 4 1 　 中央区新富 1 -1 6 -8 日本印刷会館 4 階  0 3 -3 5 5 2 -4 0 2 1
 

 

（ 一社）東京都金属プレ ス工業会 〒 1 3 0 -8 5 5 3 　 墨田区両国4 -3 0 -7 0 3 -5 6 2 4 -1 9 2 1
 

 

東京都鍍金工業組合 〒 1 1 3 -0 0 3 4 　 文京区湯島 1 -1 1 -1 0 　  0 3 -3 8 1 4 -5 6 2 1
 

 

東京工業塗装協同組合 〒 1 0 8 -0 0 1 4 　 港区芝 5 -3 1 -1 6 　 YCC ビル 9 階  0 3 -5 7 6 5 -6 2 7 3
 

 

日本ダイ カ スト 工業協同組合 〒 1 0 5 -0 0 1 1 　 港区芝公園 3 -5 -8 　 機械振興会館 5 1 1  0 3 -3 4 3 1 -0 5 6 6
 

 

（ 一社）東日本プラ スチッ ク 製品工業協会 〒 1 0 4 -0 0 4 5 　 中央区築地 3 -1 2 -5 　 築地小山ビル 1 階 0 3 -3 5 4 1 -4 3 2 1
 

 

（ 一社）東京都ト ラ ッ ク 協会 〒 1 6 0 -0 0 0 4 　 新宿区四谷 3 -1 -8  0 3 -3 3 5 9 -6 2 5 1
 

 

（ 一社）東京都情報産業協会 〒 1 0 4 -0 0 3 3 　 中央区新川1 -2 7 -8 　 新川大原ビル5 階    0 3 -6 2 2 2 -9 0 8 0
 

 

※2 0 2 6 年１ 月よ り 「 下請

セン タ ー東京（ 下請取引

紛争解決セ ン タ ー） 」 か

ら 名称変更し まし た。

東京都は、 右の業界団

体 よ り 推 薦 を 受 け た

方に「 受託取引適正化

推進員」 を 委嘱し て い

ます。

【 受付】 9  : 0 0  ～1 1  : 3 0 ／1 3  : 0 0  ～1 6  : 3 0 　 【 相談】 9  : 0 0  ～ 12  : 0 0／13  : 0 0  ～ 17  : 0 0

【 相談】 13  : 3 0  ～16  : 3 0  １ 件１ 時間程度

受託取引に関する相談機関のご案内

mailto:s-center@tokyo-kosha.or.jp

